
（市会改革推進委員会資料）

平成２６年１２月

議会の広聴

検討趣旨
開かれた市会の推進及び政策形成機能等の充実の観点から，議会と

して広く市民意見を把握する手法について検討する。

根拠法令

＜京都市会基本条例＞

（広聴の充実）

第 15条 市会は，市民の意見を審議及び審査に反映させるため，広聴

の充実に努めるものとする。

論 点
市会としてどのような広聴の取組が考えられるか。

※ 議会報告会，意見聴取会その他これらに類する取組を除く。

現 状

１ 本会議傍聴者へのアンケートの実施

平成２５年２月定例会最終本会議から，代表質問（質疑）が行わ

れた本会議及び審議期間の最終本会議に来られた傍聴者に対し，自

由記述式のアンケートを実施している。

 ⑴ アンケート回答者数等 

平成２５年２月定例会～平成２６年９月市会 １４回分

傍聴者数 520名

回答者数 159名

（内訳）

性別 年代

男 99名 20 歳未満 8名

女 52名 20 歳代 16 名

不明 8名 30 歳代 14 名

40 歳代 27 名

50 歳代 26 名

60 歳代 30 名

70 歳以上 31名

不明 7名

 ⑵ アンケートにおける意見の内容 

「議会運営（代表質問（質疑）実施方法等）」「議場設備」「議員関

係」「市会全般」「政策・施策等」の５つに分類し，一覧とする（別

紙１）。

【内訳】

議会運営（代表質問（質疑）実施方法等） ２８件

議場設備 ２４件 議員関係 ３４件

市会全般 １３件 政策・施策等 ２５件

※ 自由記述欄の無記入等により，回答者数合計と内訳合計は一致しない。



２ 事務局における市民意見の受付

市会事務局が収受する市民からの要望，意見等の情報について，

「市会ＬＡＮ（京都市会掲示板）」に掲載することにより，議員及び

会派にお知らせしている（平成２３年３月分から実施）。

 ⑴ 掲載する情報内容 

市民からの議員及び会派に対する要望，意見等（毎月１０日に更

新。単なる問合せは除く。）

例）事務局が電話，ＦＡＸ及び文書にて収受する情報，市長への手紙（市

会に関するもの），議長への要望書など

 ⑵ 近年の受付件数 

平成２５年度 ４２件

平成２６年度 ４３件（平成２６年１１月末現在）

平成 25年度
平成 26年度

（平成 26 年 11 月末現在）

受付媒体

手紙 32件 22 件

電話 9件 20 件

FAX 1 件 1件

属性

市内 18件 12 件

市外 11件 4件

不明 13件 27 件

  ⑶ 市民意見の内容 

「議会関係」「市政一般」「団体決議」「市以外（国等）への要望・

その他」の４つに分類し，一覧とする（別紙２）。

【内訳】

平成 25年度
平成 26年度

（平成 26 年 11 月末現在）

議会関係 12件 32 件

市政一般 16件 8件

団体決議 0件 3件

市以外（国等）へ
の要望・その他

15件 5件

※ １件の受付に対し，複数の内容にわたって意見がある場合は，重複

して計上しているため，年度ごとの合計件数は，⑵の受付件数と一致

しない。



【参考】過去の取組状況

１ 京都市会に関する市民アンケート調査

「見える市会」「伝わる市会」を推進していくため，広報の充実を

図るとともに，市会の様々な取組の強化に役立てていくための基礎

資料とすることを目的として，市民アンケート調査を実施した。

 ⑴ 実施期間 

平成２４年２月２４日～平成２４年３月２７日

 ⑵ 調査方法 

・ 市会ホームページ上でインターネットアンケートを実施。

・ ２月定例会において傍聴やモニター視聴で来庁された方にア

ンケート用紙を配布。

・ 実施期間中に開催された本市主催イベントでアンケート用

紙を配布。

 ⑶ 回答者数 

２２１名（内訳：インターネット ２８名，用紙記入 １９３名）

 ⑷ 集計結果 

市会ホームページ上に掲載。

２ 「京都市議会基本条例（案）」に対する市民意見募集（パブリック

コメント）の実施

市会改革推進委員会において取りまとめた「京都市議会基本条例

（案）」について，市民意見募集を実施した。

 ⑴ 実施期間 

平成２５年１１月１３日～平成２５年１２月１３日

 ⑵ 応募方法 

郵送，ＦＡＸ，持参又は電子メール

 ⑶ 募集結果 

応募者数 ２２２名（意見数 ４４６件）

 ⑷ 市民意見に対する京都市会の考え方 

市会ホームページ及び市ホームページ上に掲載。

参 考 政令指定都市（議）会における広聴の取組状況（別紙３）


